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第 1 章 龍郷町水道事業経営戦略策定にあたって 

1.経営戦略策定の趣旨 

水道は、生活に最も密着した社会資本であり、重要な生活基盤のひとつです。 

  龍郷町水道事業では、町民が快適な住環境で暮らすことができるよう、水道法及び地方公営

企業法に基づき、清浄で豊富低廉な水を供給し、並びに公共の福祉の増進を図り、水の安定供

給に努めています。 

  龍郷町では、平成 16 年 6 月に厚生労働省が示した「水道ビジョン」を基本目標に、平成 21

年 3 月に策定した『龍郷町水道ビジョン』の見直しを行い、本経営戦略と同時に『龍郷町新水

道ビジョン(令和 3 年 3 月策定)』を策定し、水道事業を運営しています。 

  龍郷町水道事業においてこれからの課題は、将来にわたって持続可能な安定した経営のもと、

計画的な施設更新が可能となる投資計画の策定を行い、事業基盤の強化を図ることが必要とな

ります。 

  今回策定する『龍郷町水道事業経営戦略』は、経営環境の変化に適切に対応するとともに、

水道事業の徹底した効率化と経営の健全化への取り組み、計画的な施設更新の実施を行うこと

により、町民に安全で快適な水道サービスを持続的・安定的に提供していくための指針として

策定するものです。 
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2.経営戦略の位置付け 

この経営戦略は、平成 26 年 8 月 29 日付け「公営企業の経営に当たっての留意事項につい

て」、平成 28 年１月 26 日付け「経営戦略の策定推進について」の総務省通知を踏まえて、全て

の公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画と

して、令和 7 年度までに「経営戦略」を策定することが求められているものであり、総務省の

「経営戦略策定ガイドライン（平成 29 年 3 月改定版）」に基づいて策定しています。 

本経営戦略は、本町の最上位計画である『第６次総合振興計画』と安全・強靭・持続につい

ての施策をとりまとめた『龍郷町新水道ビジョン』を下支えする計画のひとつとなります。中

長期的視点に立った持続可能な事業運営を目的とした『龍郷町水道事業アセットマネジメント』

を包括的に取りまとめ、水道事業会計の財政計画と照らし合わせながら、施設の老朽化等に対

応した具体的な取り組みを実践することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.計画期間 

本経営戦略の計画期間は、当面の目標を 10 年後と定め、令和 16 年度とします。 

よって計画期間は令和 7 年度～令和 16 年度の 10 年間とします。 
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第 2 章 龍郷町水道事業の現状と課題 

1.水道施設の概要 

1）取水施設 

龍郷町の水源は地下水及び表流水を利用しています。現在のところ水量、水質ともに安定

しており浄水処理を行い、配水池を経由して各家庭に配水しています。 

 

 【 表 1.取水施設概要 】 

番 号 施 設 名 水源種別 竣工年度 経過年数 計画取水量 

1 芦徳水源 深井戸 H10 27 年 139  /日 

2 龍南系第 1 水源(龍南系) 表流水 S53 47 年 891  /日 

3 龍南系大勝水源 表流水 S41 59 年 32  /日 

4 龍南系浦水源 表流水 S39 61 年 19  /日 

5 龍南系第 2 水源(中勝系) 深井戸 H12 25 年 805  /日 

6 龍南系第 3 水源(赤尾木 1 号井) 深井戸 H3 34 年 250  /日 

7 龍南系第 4 水源(赤尾木 2 号井) 深井戸 H3 34 年 275  /日 

8 荒波系秋名水源 深井戸 H18 19 年 288  /日 

9 荒波系円水源 表流水 S54 46 年 117  /日 

10 荒波系龍郷第 1 水源 表流水 S53 47 年 46  /日 

11 荒波系龍郷第 2 水源 表流水 S55 45 年 69  /日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 中勝水源 】 
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2）浄水施設 

龍郷町の浄水施設は、芦徳浄水場、中勝浄水場、赤尾木浄水場、秋名浄水場においては次

亜塩素滅菌処理だけの浄水処理を行い、龍南浄水場、龍郷浄水場では急速ろ過方式による浄

水処理と次亜塩素滅菌処理、大勝浄水場、浦浄水場、円浄水場では緩速ろ過方式による浄水

処理と次亜塩素滅菌処理を行っています。 

  

【 表 2.浄水施設概要 】 

番 号 施 設 名 浄水方法 竣工年度 経過年数 計画浄水量 

1 芦徳浄水場 次亜塩素滅菌処理 H10 27 年 139  /日 

2 龍南浄水場 急速ろ過 S53 47 年 777  /日 

3 大勝浄水場 緩速ろ過 S41 59 年 32  /日 

4 浦浄水場 緩速ろ過 S39 61 年 19  /日 

5 中勝浄水場 次亜塩素滅菌処理 H12 25 年 805  /日 

6 赤尾木浄水場 次亜塩素滅菌処理 H3 34 年 525  /日 

7 秋名浄水場 次亜塩素滅菌処理 H19 18 年 288  /日 

8 円浄水場 緩速ろ過 H26 11 年 117  /日 

9 龍郷浄水場 急速ろ過 H29 8 年 134  /日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 龍郷浄水場 】 
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3）送配水施設 

（1）配水池 

龍郷町の地形は、全体的に起伏に富んでおり、全ての配水池において自然流下方式によ

る配水を行っています。 

 

【 表 3.配水施設概要 】 

番 号 施 設 名 構造種別 配水方法 竣工年度 経過年数 容 量 

1 芦徳配水池 SUS 製 自然流下 H10 27 年 140   

2 戸口・中勝配水池 SUS 製 自然流下 H16 21 年 310   

3 大勝第 1 配水池 RC 造 自然流下 S56 44 年 87   

4 大勝第 2 配水池 SUS 製 自然流下 H15 22 年 180   

5 浦第 1 配水池 RC 造 自然流下 S39 61 年 53   

6 浦第 2 配水池 RC 造 自然流下 S53 47 年 49   

7 浦第 3 配水池 SUS 製 自然流下 H14 23 年 138   

8 中央配水池 SUS 製 自然流下 H11 26 年 359   

9 赤尾木配水池 SUS 製 自然流下 H30 7 年 420   

10 秋名配水池 SUS 製 自然流下 H22 15 年 281   

11 円配水池 SUS 製 自然流下 H23 14 年 177   

12 龍郷配水池 SUS 製 自然流下 H26 11 年 132   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 赤尾木配水池 】 
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（2）加圧施設 

       水源からの原水を浄水場へ送るために龍郷ポンプ場を設置しています。また円ポンプ場 

については、秋名浄水場から受水し、円配水池及び龍郷配水池へ送水し、安定的な給水の

確保を行っています。 

 

【 表 4.加圧施設概要 】 

番 号 施 設 名 用 途 別 竣工年度 経過年数 計画送水量 

1 龍郷ポンプ場 導水加圧 H28 9 年 122  /日 

2 円ポンプ場 送水加圧 H22 15 年 153  /日 

2 中勝ポンプ場 配水加圧 H9 27 年 365  /日 

 

 

（3）管路 

令和元年度末現在の管路総延長は約 130Km で、内訳は導・送水管が約 41Km、配水管

が約 88Km となっています。 

また現在では、災害時などの緊急時における安定給水を確保するために、龍南地区～荒

波地区と龍南地区～芦徳地区への緊急時連絡管についての工事を行っています。 

 

【 表 5. 導水・送水・配水管の管種別布設延長表（令和 5 年度末） 】 

種 別 
ダクタイル 
鋳鉄管    

(NS 型,GX 型) 

ダクタイル 
鋳鉄管 
(K 型) 

ポリエチレン管 ビニール管 鋼 管 計 

導水管 
φ200 ㎜～
φ40 ㎜ 

2,210.5m 2,466.1m 0.0m 1,210.0m 0.0m 5,886.6m 

37.55% 41.89% 0.00% 20.56% 0.00% 100.00% 

送水管 
φ200 ㎜～
φ75 ㎜ 

16,920.0m 4,522.8m 0.0m 14,137.8m 0.0m 35,580.6m 

47.55% 12.72% 0.00% 39.73% 0.00% 100.00% 

配水管 
φ200 ㎜～
φ50 ㎜ 

1,626.4m 2,204.3m 0.0m 84,563.1m 0.0m 88,393.8m 

1.84% 2.49% 0.00% 95.67% 0.00% 100.00% 

合 計 20,756.9m 9,193.2m 0.0m 99,910.9m 0.0m 129,861.0m 

※固定資産台帳登録延長より 
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4）本町で使用している水道管 

   本町で使用している水道管の特徴は表 6 のとおりです。 

 

【 表 6. 龍郷町使用水道管の特徴 】 

【 ダクタイル鋳鉄管（DIP） 】 【 配水用ポリエチレン管（HPPE） 】 

特徴 

強靭性に富み、衝撃に強い。特に GX 形、NS

形は鎖構造継手により、離脱防止機能を有し、

より大きな地盤変動に対応できる。 

特徴 

耐食性に優れ、重要が軽く施工性が良い。融

着継手により一体化でき、管体に柔軟性があ

るため地盤変動に対応できる。 

 

 

【 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） 】 【 硬質塩化ビニル管（VP） 】 

特徴 

耐食性に優れ、重量が軽く施工性が良い。硬

質塩化ビニル管(VP)の衝撃強度を高めるた

め改良された。 

特徴 

耐食性に優れ、重量が軽く施工性が良い。管

体強度は金属管に比べ小さく、低温時におい

て耐衝撃性が低下する。 

 
 

【 鋼管（SP） 】 【 ポリエチレン管（PP） 】 

特徴 

強靭性に富み、衝撃に強い。耐久性、加工性

に優れている。橋の添架管等に使用され、溶

接継手は耐震性を有する。 

特徴 

可撓性に富み軽量で耐寒性、耐衝撃性に優れ

る。柔らかく傷がつきやすい。また、有機溶

剤による浸透に注意が必要である。 
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龍 郷 町 水 道 施 設 位 置 図 
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5）施設フロー図 
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2.過去 10 ヶ年の行政区域内人口、給水人口、給水量 

1）行政区域内人口、給水人口の実績値について 

   龍郷町行政区域内人口は、過去 10 年間においてわずか 9 人の減少で、給水区域内人口及び

給水人口においても、ほぼ横ばい傾向となっています。 

   また給水普及率は、約 100％で推移しています。 

   今後は人口減少の加速が予想され、水道事業の経営に影響を及ぼす可能性が考えられます。 
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図１.行政区域内人口の実績
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図２．給水区域内人口及び給水人口、給水普及率の実績

給水区域内人口 給水人口 給水普及率
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2）給水量、有収水量の実績値について 

  過去 10 年間の給水量及び有収水量については、ほぼ横ばいとなっています。 

  しかしながら将来においては、人口減少と共に給水量及び有収水量の減少が予想され、水道

料金の収入も減少することが予想されます。 
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3.施設・管路の老朽度 

現在の設備(管路以外の施設)について、法定耐用年数を超えている資産は約 15％となってい

ます。また法定耐用年数を超えた管路についてはほぼ 0％となっています。 

今後施設の更新を行わなかった場合、設備(管路以外の施設)では約 35 年後に老朽化資産が約

50％となります。また管路については、約 50 年後に一気に約 80％の老朽化資産を抱えること

になります。 

今後の施設更新については計画的な施設の統廃合を検討し、効果的な投資を心掛けていく必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図４. 設備(管路以外の施設)全体の健全度：更新しない場合 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図５. 管路全体の健全度：更新しない場合 】 
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図９．構築物及び設備資産の健全度
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4.施設の効率性 

将来の人口減少に伴い、水需要も減少する見込みで若干施設能力に余裕のある状況が予想さ

れます。今後は計画的な施設の統廃合を検討し、効率的かつ効果的な事業運営を心掛けていく

必要があります。 

 

5.組織体制・人材育成 

龍郷町水道事業は、水道事業管理者の職務を町長が行っており、水道事業の管理者の権限に

属する事務処理及び管理・運営を行う職務を生活環境課に置いています。職員数は令和 6 年度

末時点で生活環境課長（1 名：水道技術管理者兼務）の統括により、工務係（1 名）、業務係（2

名）、施設維持係（2 名）と第三者委託員（5 名）で構成され、計 11 名で事業運営を行っていま

す。 

職員数内訳は図 6.組織・体制図のとおりです。 

若年層や経験の少ない職員が増加し、ベテラン職員の持つ技術の継承が重要な課題となって

います。 

龍郷町水道事業としては、内部・外部研修の活用、資格取得の奨励、運転マニュアルの作成

等を通じて 技術継承に取り組んでいます。また日本水道協会等が実施する外部研修への積極的

参加に加え、洗管技術研修、仕切弁操作実技研修、応急給水研修等の内部研修を充実させ、人

材・技術力の確保に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※印は第三者委託員を表します。 

図６. 組織・体制図 

町 長 
（水道事業管理者） 

生活環境課長 
(水道技術管理者兼務) 

工務係 
（１名） 

業務係 
（２名） 

施設維持 
（２名） 

施設保全※ 
（２名） 

検針委託員※ 
（3 名） 
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6.運営状況 

龍郷町では、経営の健全化と町民サービスの向上を目指し、多くの業務について民間活力の

導入又は委託範囲の拡大を行うなど、業務の効率化に努めるとともに、厚生労働省が主催する

「水道分野における官民連携推進協議会」に参加するなど先進事例等に関する情報収集を行っ

ています。今後も料金収入の減少が見込まれるなか、サービス水準を維持・向上できるように

委託内容の拡大の検討など経営の効率化に向けた取り組みを継続していく必要があります。   

その他にもさらなる経営の効率化の可能性を探るため、「市町村等の水道事業の広域連携に関

する意見交換会（奄美ブロック）」等に参加し、水質検査業務の共同委託や薬品資材等の共同購

入など広域連携の協議を行っています。  

 

●経費削減等の取り組み 

支出抑制内容 

・業務委託による経費削減 

・電力費の削減（電力削減装置の設置） 

・耐用年数（使用期間）の見直し 

・長寿命管の採用 

・水道料金等の口座振替勧奨による経費の削減 

・各種情報システムの活用及び導入 

 

 

●民間活力の導入 

これまでの取り組み 

・電気設備点検委託 

・水質検査業務委託 

・配給水管等修繕業務委託 

・営業関連業務委託（検針業務） 

・水道メーター取替業務委託 
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7.費用構成 

水道事業は、地方公営企業法に則って独立採算制により経営を行っています。企業経営に伴

う収益（水道料金収入）をもって事業を運営し、サービスの提供を行っています。 

参考例として令和 5 年度決算における龍郷町水道事業での主な支出は、将来の施設更新財源

となる減価償却費が 32.8％、施設を健全に保つための維持管理費等が 15.2％となっています。 

企業債償還金と支払利息とは、これまで水道施設を建設してきた際に借り入れた金額に対す

る元金返済と利息のことです。水道施設への投資には多額の費用が必要となります。自己財源

等で足りない分については、主に国からの借入金（企業債）でまかなっています。総支出にお

けるこの 2 つの占める割合は、合わせて 39.9％となります。 

なお令和 5 年度では安定した水を供給するための建設改良費が 5.4％と少ない割合ですが、

今後は効率的かつ効果的な施設の統廃合を実現するため、建設改良費の割合が大きくなってい

くことが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

職員の給与

6.7%
支払利息

4.6%

減価償却費

32.8%
維持管理費等

15.2%

企業債償還金

35.3%

建設改良費

5.4%

図７.支出の内訳（％）：令和５年度決算より
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8.水道料金  

龍郷町の水道料金体系は下表に示すとおり口径別基本料金と従量料金で構成されています。

鹿児島県内の上水道事業についての水道料金(税抜き)の平均が 2,752 円／20  に対し、龍郷町

では 3,200 円／20  となっており、平均より高い料金設定となっています。また、料金未納率

や給水停止件数については、同規模他都市平均値と比較してかなり小さくなっており、水道料

金に関する苦情割合も少ないといえます。 

近年、少子高齢化の進展や節水機器の普及等に伴い、世帯あたりの使用水量が減少するなど

需要構造に変化が見られます。今後もこの動向を見極め、公平で適正な料金体系のあり方を検

討していく必要があります。  

 

【 表 7. 龍郷町水道料金体系(税抜き) 】 

区

分 

基本料金 
従量料金（1  につき） 

口径毎に適用 

口径 金額 1～10   11～30   31～50   51  以上 

一

般

用 

13 ㎜ 600 円 125 円 135 円 145 円 155 円 

20 ㎜ 800 円 125 円 135 円 145 円 155 円 

25 ㎜ 1,000 円 125 円 135 円 145 円 155 円 

30 ㎜ 2,000 円 125 円 135 円 145 円 155 円 

40 ㎜ 3,000 円 125 円 135 円 145 円 155 円 

50 ㎜ 4,000 円 125 円 135 円 145 円 155 円 

75 ㎜ 5,000 円 125 円 135 円 145 円 155 円 
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図８.鹿児島県内の20 当りの水道料金(税抜き)「R3年度鹿児島県の水道」より
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9.経営比較分析表 

龍郷町水道事業の経営状況について、経営比較分析表の経営指標を用いて分析・評価を行い

ます。経営指標の内容は、大きく分けて「経営の健全性」、「経営の効率性」、「老朽化の状況」の

3 つとし、それぞれの詳細内容について分析及び評価を行います。 

※表内の「平均値」は、同規模の類似団体（給水人口 5,001 以上 1 万人未満）の全国平均値

を示しています。 

 

（1）経営の健全性 

経営の健全性では、「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「企業債残高対給水

収益比率」についての分析及び評価を行います。 

 

①経常収支比率（％） 

指標内容 

給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用

をどの程度賄えているのかを表す指標。単年度の収支が黒字であることを示す

100％以上となっていることが必要である。数値が 100％未満の場合、単年度の収

支が赤字であることを示しているため、経営改善に向けた取り組みが必要である。 

算式 （営業収益＋営業外収益）÷（営業費用+営業外費用）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

龍郷町 120.56 121.89 130.11 130.12 136.34 

平均値 104.35 105.34 105.77 104.82 106.46 

 

【 評価 】 

 類似団体平均値等と比較しても大幅に費用を賄えているものの、依然として一般会計からの

繰入金に依存している割合が大きい。今後も経営改善に向けた取組を継続しつつ、適正な料金

設定を検討する必要がある。 
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②累積欠損金比率（％） 

指標内容 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰

り越し利益剰余金などでも補填することができず、複数年度にわたって累積した

損失のこと）の状況を表す指標である。当該指標は、累積欠損金が発生していな

いことを示す 0％であることが求められる。 

算式 当年度未処理欠損金÷（営業収益－受託工事収益）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

龍郷町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

平均値 21.69 24.04 28.03 26.73 27.85 

 

【 評価 】 

 累積欠損金比率は無く健全性を保っているが、依然として一般会計からの繰入金に依存して

いるため、自己財源確保及び経費削減に努め、健全経営を図っていく必要がある。 
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③流動比率（％） 

指標内容 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標。1 年以内に支払うべき債務に対し

て支払うことが出来る現金等があることを示す。100%以上であることが必要。一

般的に 100%を下回るということは、1 年以内に現金化できる資産で 1 年以内に

支払わなければならない負債を賄えておらず、支払い能力を高めるための経営改

善を図っていく必要がある。 

算式 流動資産÷流動負債×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

龍郷町 80.58 88.12 95.42 109.67 115.21 

平均値 301.04 305.08 305.34 310.01 311.12 

 

【 評価 】 

年々増加傾向にあるが、元利償還金の割合が大きく依然として一般会計からの繰入金に依存

しているため、自己財源確保及び経費削減に努め、健全経営を図っていく必要がある。 
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④企業債残高対給水収益比率（％） 

指標内容 

給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標。明

確な数値基準はないが、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれて

いる状況を把握・分析することが求められている。 

算式 企業債残高合計÷給水収益×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

龍郷町 1517.95 1517.13 1354.15 1352.01 1165.97 

平均値 551.62 585.59 561.34 538.33 515.14 

 

【 評価 】 

公営企業会計移行前の継続事業による企業債残高が大きいため、他団体と比べ高い数値を示

しているが、今後は減少傾向の見込みである。 
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（2）経営の効率性 

経営の効率性では、「料金回収率」、「給水原価」、「施設利用率」、「有収率」についての分析

及び評価を行います。 

 

⑤料金回収率（％） 

指標内容 

給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料

金水準を評価することが可能である。供給単価と給水原価の関係を見るものであ

り、料金回収率が 100%を下回っている場合、給水に係る費用が給水収益以外の

収入で賄えていることを意味する。 

算式 供給単価÷給水原価×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

龍郷町 63.56 57.27 64.91 63.57 69.56 

平均値 87.11 82.78 84.82 82.29 84.16 

 

【 評価 】 

類似団体平均値及び全国平均値よりも依然として下回っている。経営戦略を基に適正な料金

設定を検討すると共に、経費削減に努める。 
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⑥給水原価（円） 

指標内容 

有収水量 1  当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標。

明確な数値基準はないが、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれ

ている状況を把握・分析することが求められている。 

算式 
｛経常費用－（受託工事費＋材料及び不良品売却原価＋附帯事業費）－長期前受金戻入｝ 

÷年間総有収水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

龍郷町 277.51 289.05 270.17 262.53 255.59 

平均値 223.98 225.09 224.82 230.85 230.21 

 

【 評価 】 

類似団体平均値及び全国平均値よりも高い数値になっているが減少傾向にある。今後更なる

経費削減や計画的な投資を行い健全経営を図っていく必要がある。 
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⑦施設利用率（％） 

指標内容 

一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や適性規

模を判断する指標である。明確な数値基準はないが、一般的には高い数値である

ことが望まれる。経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状

況を把握し、分析することが求められている。 

算式 一日平均配水量÷一日配水能力×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

龍郷町 83.85 85.87 86.80 84.10 84.12 

平均値 49.64 49.38 50.09 50.10 49.76 

 

【 評価 】 

類似団体平均値及び全国平均値よりも高い数値になっており、施設が効率的に利用され適正

規模であることを示している。 
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⑧有収率（％） 

指標内容 

施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標である。100%に近ければ

近いほど施設の稼働状況が収益に反映されていると言える。数値が低い場合は、

水道施設や給水装置を通して給水される水量が収益に結びついていないため、漏

水やメーター不感等といった原因を特定し、その対策を講じる必要がある。 

算式 年間総有収水量÷年間総配水量×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

龍郷町 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

平均値 78.09 78.01 77.60 77.30 76.64 

 

【 評価 】 

類似団体平均値及び全国平均値よりも高い数値になっている。今後も効率的な施設稼働に努

める。 
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（3）老朽化の状況 

老朽化の状況では、「有形固定資産減価償却率」、「管路経年化率」、「管路更新率」について

の分析及び評価を行います。 

 

⑨有形固定資産減価償却率（％） 

指標内容 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指

標で、資産の老朽度合を示している。明確な数値基準はないが、一般的に数値が

高いほど、法定耐用年数に近い数値が多いことを示しており、将来の施設の更新

等の必要性を推測することができる。 

算式 有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

龍郷町 8.48 12.13 15.47 18.97 22.22 

平均値 47.31 47.50 48.41 50.02 51.38 

 

【 評価 】 

これまで計画的な更新を行っており、類似団体平均値を下回っている。 
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⑩管路経年化率 

指標内容 

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽度合を示す。

明確な基準はないが、一般的に数値が高い場合は、法定耐用年数を超過した管路

を多く保有しており、管路の更新等の必要性を推測することができる。 

算式 法定耐用年数を超過した管路延長÷管路延長×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

龍郷町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

平均値 16.77 17.40 18.64 19.51 21.60 

 

【 評価 】 

これまでの管路更新により耐用年数を超過した管路は無く、健全な状況である。 
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⑪管路更新率（％） 

指標内容 

当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を

把握できる。明確な数値基準はないが、数値が 1%の場合、全ての管路を更新する

のに 100 年かかるということになる。 

算式 当該年度に更新した管路延長÷管路延長×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

龍郷町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

平均値 0.47 0.40 0.36 0.57 0.56 

 

【 評価 】 

概ね管路の更新は済んでおり、耐用年数を超過した管路も無いため管路更新率は 0％となっ

ている。 
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第 3 章 龍郷町水道事業の将来の事業環境の見通し及び課題 

水道事業が取り組むべき事項、方策等の設定にあたり、現状評価と課題を踏まえ、予測される

将来の水道の事業環境がどのように変化するかを認識することが重要です。このことから、水道

事業の将来の事業環境について、外部環境と内部環境の観点から整理します。 

1.将来の外部環境の見通し及び課題 

  外部環境については、人口や水需要、施設の効率性などの外部環境の面から、現状評価と課

題を踏まえた上で将来の事業環境を予測し評価しました。 

1）将来の人口 

龍郷町の総人口は、「第 2 期 龍郷町創生総合戦略（令和 2 年 3 月）」によると、2060 年付

近で 3,951 人まで減少する見込みとなっていますが、今後 10 年間では微増傾向が予想され

ます。 

給水人口の将来推移でも同様の傾向となっています。 
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2）将来の給水量、有収水量  

給水人口の減少に伴い、1 日最大給水量、1 日平均給水量、1 日当り有収水量も微増傾向に

なる見込みです。 

令和 5 年度実績値では 1 日平均給水量 2,335  ／日でしたが、10 年後の令和 16 年度には

2,364  /日と約 30  ／日ほど増加する見込みです。 

同様に令和 5 年度実績値の 1 日当り有収水量は 2,082  ／日でしたが、10 年後の令和 16

年度には 2,197  ／日と約 115  ／日ほど増加する見込みです。 

給水量及び有収水量の変動は、水道事業の施設規模や経営などに影響を与えるため、給水

量の増加を考慮した施設整備の強化を行う必要があります。 
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2. 将来の内部環境の見通し及び課題 

  内部環境については、施設の老朽化、将来の投資を踏まえた資金の状況、職員構成、組織体

制の面から、将来の事業環境を評価しました。 

1）施設の老朽化 

（1）施設・設備 

龍郷町水道事業の管路以外の施設や設備では、大勝浄水場（昭和 41 年度竣工：経過年数

59 年）、浦浄水場（昭和 39 年度竣工：経過年数 61 年）、大勝第 1 配水池（昭和 56 年度竣

工：経過年数 44 年）、浦第 1 配水池（昭和 39 年度竣工：経過年数 61 年）、浦第 2 配水池

（昭和 53 年度竣工：経過年数 47 年）が古く、建設から 44 年～61 年経過しています。 

これまで国庫補助金を活用して施設の更新に努めてきましたが、今後も老朽化していく施

設に対して、その対策を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 大勝浄水場：管理棟 】 

 

 

（2）管路 

龍郷町水道事業が有する管路の総延長は約 130ｋｍです。管路の法定耐用年数は 40 年と

されていますが、管の種類や埋設場所によって老朽化の進行度合いが異なる場合がありま

す。 

老朽化した管路では漏水事故が発生する可能性が高くなり、道路冠水・崩壊や人的被害

等の二次災害を引き起こすおそれもあり、甚大な影響を及ぼすことが懸念されます。 

龍郷町水道事業では、ほぼ全ての管路について健全性及び耐震性を確保しています。 
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2）職員数の減少、技術継承に関する環境変化 

  地方公共団体の職員数は、行政組織合理化のための人員削減等により減少しつつあります。

龍郷町水道事業においても、厳しい財政状況が予想される中で合理化を図っていく必要があり

ます。しかしながらそれに伴い今後水道事業に関わる職員数が減少し、十分な事業運営管理が

行えないような事態が生じないかについても留意しなければなりません。熟練職員の定年退職

に伴い技術の継承と職員数の減少について対策を講じなければなりません。 
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第 4 章 経営の基本方針 

1.経営の基本理念と基本方針 

  本経営戦略策定にあたり、国や地方が問題として抱える少子化による人口減少や超高齢化に

よる社会構造の変化及び厳しい財政状況に対応し、将来にわたって健全な水道事業経営が持続

できるよう経営の基本理念を『龍郷町新水道ビジョン』と同じ「安全な水道水を安定して送り

続けるために」とします。 

  また経営の基本理念を実現するために取り組むべき 3 つの基本方針（基本目標）についても、

『龍郷町新水道ビジョン』と同様のものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 実現方策 

安 

全 
水道水の安全の確保 

①水源の保全と確保 

②水質監視の徹底 

強 

靭 
確実な給水の確保 

①水道施設の耐震化と老朽施設の更新 

②災害時の対応強化 

持 

続 
水道サービスの持続性の確保 

①健全経営の持続 

②水道職員の育成・確保 

③施設の統廃合 

④給水サービスの向上 

⑤広域化への検討 
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第 5 章 効率化・経営健全化への取り組み 

1.経営戦略のイメージ  

  町民に安全で快適な水道サービスを持続的・安定的に提供していくためには、管路や管路以

外の施設についての健全性を維持することが重要になりますが、そのためには今後も更新費用

が必要になってきます。そこで重要になってくるのが、投資試算（投資の必要額の見通し）と

財源試算（給水収益などの財源の見通し）を均衡させることです。 

  また、並行して事業の効率化・経営健全化に取り組むことも重要です。事業コストの削減等

で健全経営の持続を図るとともに、計画的・効率的な水道施設の更新、耐震化を進めます。 

  さらには大規模災害の発生に備えた危機管理体制の強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域化、民間の資金・ノウハウ活用
（PPP/PFI等）

組織、人材、定員、給与の適正化
その他の経営基盤強化の取組

（ICT活用等）

〇長寿命化 収支均衡 〇料金の見直し

〇過剰・重複投資の見直し 〇内部留保額の見直し

〇優先順位が低い事業の取りやめ

住民・議会に対して「公開」

経営基盤強化と財政マネジメントの向上

効率化・経営健全化の取組

投資試算の検討 財源試算の検討

経営戦略　【イメージ】

投資・財政計画の策定

（計画期間は基本10年以上）

収支ギャップが生じた場合にはその解消を図る
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2.水道水の安全の確保 

（1）水源の保全と確保 

   今後は関係する団体と連携しながら、水源の環境保全に努めていきます。 

   また取水量や水質を常に監視し、安全性を高めるとともに水量の予備能力を確保しながら、

計画的に施設の更新を行っていきます。 

 

 （2）水質監視の徹底 

   日頃から水質の監視を徹底し、安全で清浄な水の確保に努めていきます。 

   水質に関する基準項目、基準値の変更に速やかに対応するための検査体制の充実と、水質

検査技術の向上を目的とした技術研修への積極的な参加に努めていきます。 

 

 3.確実な給水の確保 

 （1）水道施設の耐震化と老朽施設の更新 

今後、一部の施設が老朽化に伴う改修や更新の時期に差し掛かることが予測されているた

め、配水状況や施設の重要度を考慮し、優先順位の高い施設から順次耐震性能の検証を行い、

計画的に改修や更新の時期を検討していきます。 

 

 （2）災害時の対応強化 

   これからも「龍郷町地域防災計画」等のマニュアルにしたがった研修、訓練を定期的に実

施し、職員の意識や対応力の向上を図るとともに、マニュアルの充実を図っていきます。 

さらに水道事業は町民生活を支える重要なライフラインであり、災害や事故等が発生した

場合であっても給水サービスの継続が必要不可欠であることから、業務の継続計画を策定し

ます。 

また、応急給水、応急復旧に必要とする資機材については、その品目、数量を検討した上

で、計画的に備蓄、補充していきます。また、備蓄した資機材については定期的に点検、入

替を行うとともに、備蓄箇所の分散や他団体との共同備蓄についても検討していきます。 

 

4.水道サービスの持続性の確保 

 （1）健全経営の持続 

中長期的な財政計画により、経営の効率化と健全化を図り、持続可能な事業の経営を目指

していきます。「アセットマネジメント（資産管理）」の結果を踏まえて、年度ごとに更新費

用のばらつきが出ないよう平準化を行うなど、中長期的な設備投資の計画を行い、持続可能

な事業経営を目指していきます。 

 

（2）水道職員の育成・確保 

現在、水道事業が抱える大きな課題の一つに、人材の確保と技術の継承があります。 

龍郷町も例外ではなく、非常に限られた人数で水道事業が運営されています。人材の確保

が難しい中でも、非常に少ない人員で日常業務としての運転管理や施設の維持管理、資産の

把握や整理、将来の更新事業の検討などを行っていかなくてはなりません。 



36 
 

現在、龍郷町水道事業では、施設の維持管理、及び料金検針収納などを外部企業に委託し

ていますが、今後も維持管理の効率化やコスト削減の観点から、外部委託の活用内容につい

て検討していきます。 

またこれからも内部・外部研修の活用、資格取得の奨励、運転マニュアルの作成等を通じ

て 技術継承に取り組み、人材・技術力の確保に努めていきます。 

 

（3）施設の統廃合 

将来の人口減少に伴う水需要の減少を踏まえ、効率的かつ効果的な施設の統廃合について

検討を行い、健全経営の持続性確保に努めます。 

 

 （4）給水サービスの向上 

   水道事業は、十分な水量を、国の定めた基準を満たす水圧，水質でお客様へ供給する必要

があります。これからも、お客様のニーズを把握し、顧客満足度の向上を目指していきます。 

また、おいしい水を提供できるよう、水質が安定した水源の確保や浄水方法の検討を行い、

品質の向上に努めていきます。 

 

（5）広域化への検討 

「新たな概念の広域化」とは、厚生労働省の「水道ビジョン」で示された概念であり、従

来の事業統合による広域化にとらわれず、広域化のイメージを発展的に広げ、近隣の事業体

間で連携することによって課題解決を図る取り組みです。 

   今後も経営の健全化と町民サービスの向上を目指し、広域化に関する協議会等へ積極的に

参加し検討していきます。 
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第 6 章 投資・財政計画（収支計画） 

1.投資についての説明 

投資については、新規の整備は無いものの、老朽化施設の更新と施設の統廃合計画を予定し

ています。 

①新規の整備について 

   新たに給水区域拡張など、新規整備事業の計画はありません。 

  ②改築・更新・統廃合について 

   一部の老朽化施設の更新と施設の統廃合を計画しています。 

   これらの事業を行うことにより、龍郷町水道事業の施設の健全性は向上していき、安全な

水を安定的に供給することが可能となり、災害時においても耐えうる施設の構築が可能とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設改良費 
建設改良費 
累計額 

69,400千円

921,542千円

0千円

100,000千円

200,000千円

300,000千円

400,000千円

500,000千円

600,000千円

700,000千円

800,000千円

900,000千円

1,000,000千円

0千円

50,000千円

100,000千円

150,000千円

200,000千円

250,000千円

300,000千円

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年

図１２.建設改良費の将来予測

建設改良費 建設改良費累積額
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 2.財源についての説明 

①料金収入について 

   将来 10 年間での有収水量及び料金収入は、ほぼ横ばい傾向が見込まれます。 

   年間の有収水量の推移についても同様に、ほぼ横ばい傾向が見込まれます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間料金収入 年間有収水量 

796千 /年
801千 /年

141,449千円 142,337千円

0千 /年

500千 /年

1,000千 /年

0千円

30,000千円

60,000千円

90,000千円

120,000千円

150,000千円

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年

図１３．年間有収水量、年間料金収入の推移

年間有収水量 年間料金収入
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②企業債について 

   これまでの水道施設整備により、令和 5 年度末時点の企業債残高は約 14 億円となって

います。今後は一部の老朽化施設の更新と施設の統廃合を計画しており、本経営戦略にお

ける計画期間内においては、国からの交付金を有効活用し、健全な経営を目指します。 

    これらの方策より計画期間内における企業債残高も現在の約 14 億円から約 7 億円まで

減少させる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.投資以外の経費についての説明 

  ①人件費について 

今後の老朽化施設の更新工事や日常における点検・修繕の維持管理等の業務量増加に対応

するためには、技術職員数の確保と次世代職員への技術継承の取り組みが必要となります。 

計画期間内においては、職員数は現状のままで技術力の向上及び継承に取り組んでいきま

す。 

 

  ②動力費について 

   施設の老朽化に伴いエネルギー効率が低下することが予想され、動力費の増加も予想され

ます。 

計画期間内においては、施設の更新や省エネ対策を将来的に考慮し、エネルギー消費の現

状維持に努めていく計画としています。 

 

 

 

企業債残高 企業債償還額 

131,309千円

64,356千円

1,198,937千円
752,535千円

0千円

30,000千円

60,000千円

90,000千円

120,000千円

150,000千円

0千円

200,000千円

400,000千円

600,000千円

800,000千円

1,000,000千円

1,200,000千円

1,400,000千円

1,600,000千円

1,800,000千円

2,000,000千円

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年

図１４．企業債償還額、企業債残高の推移

企業債償還額 企業債残高
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第 7 章 経営戦略の事後検証・更新等に関する事項 

 本経営戦略の進捗管理のため、概ね 5 年ごとに事後検証を行います。 

 また、ＰＤＣＡサイクル（①計画の構築：Plan⇒②事業の実施：Do⇒③目標達成状況の確認・

検証：Check⇒④見直しの改善：Action）を行い、必要に応じてアセットマネジメント及び本経営

戦略の更新や見直しを図り、龍郷町水道ビジョンへの反映を行っていきます。 
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